
ＪＡ鹿児島県中央会
営農サポートセンター

桐原 章

ＪＡ現場における
労災補償・農作業事故防止対策

への取り組み



報告の流れ

•ＪＡグループ鹿児島の取組み経過

•労災補償対策の現状

•農作業事故防止対策の現状

•取組んで13年今思うこと



取組みの背景
• 農作業死亡事故件数は平成２１年：１９件発生 ⇒ 全国２位

• 労災加入率は ◯◯％ ⇒ 全国？位

• 本県の農業法人は１，０００法人に近づき北海道に次ぐ数になるなど、農家

の規模拡大が進んでいる。

従業員を雇用する組合員の増加

農作業や選果・選別の機械作業の増加



取組みのきっかけと体制整備検討
• 組合員の声：従業員が農作業中に被災した場合の農家の経営的負担への

対策を求める要望。ＪＡの支援があれば加入したい！
• ＪＡの声：ＪＡとして農作業安全対策に取り組むべきだがＪＡ単独では

困難。県連支援が必要。
• ＪＡでの体制整備を困難にしている課題解消

物理的な人不足 、ＪＡ完結にした場合のリスク不安
（共済事務との混同、対管轄部署との関係）

• 中央会に事務組合を設置するが取扱い範囲をどうするか
失業保険は取り扱わない 労働保険のうち当初は一般加入だけを検討



ＪＡと中央会と機能分担の整理
• ＪＡは、

① 加入相談と加入申し込み手続き窓口設置
② 農作業安全と労災保険に関する啓発活動
③ 労災事故の受付・申請相談
④ 担い手巡回担当者による個別巡回相談

• 中央会は、
① 事務組合の運営と所轄官庁や県庁および社労士先生（飯伏社労

士と契約）との窓口
② 全体研修会の企画、啓発資材の準備、ＪＡ研修会の講師

農作業安全・事故防止対策に関する鹿児島県との窓口



所轄官庁との協議
ＪＡグループ内に労災保険事務組合を設置することに対する所轄官庁

との協議

(1) 協同組合の組織運営に対する認識調整、事務組合総会の持ち方

(2) 事務組合設立に向けて、事務処理等規約類の整備

(3) 振動業務の健康診断が必要か否かの解釈・判断

(4) 労災事務組合設立に向けた要件整備
① 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」など関係法規が求

める事務手続きとの整合性確認
② 関連法規と「中央会事務手続き要領・規程」との整合性確認
③ 設立前に求められた加入予定者の発掘 など



労働保険事務組合の設置

• 平成２２年１０月、本県中央会内に

「鹿児島県農協労働保険事務組合」「鹿児島県農協労災保険加入組

合(特定農作業)」 を設置

→県内全域が加入対象に

• 平成２４年３月、

「鹿児島県農協労災保険加入組合(指定農業機械)」 を設置





ＪＡグループ鹿児島の取組み態勢
(1)JA鹿児島県中央会 営農サポートセンター

① 事務組合専任担当職員１名（社労士有資格者）
② 補助職員１名（社労士有資格者、農業者年金担当職員）
③ 保険料の納付手続き等補助職員１名（他業務と兼務）
④ ＪＡ支援担当職員６名

(2) 県内13JA
① 農業労災事務担当者11JA：11名
② 組合員相談受付窓口担当者

・中央会職員と同行訪問する担当者13JA：28名
・組合員との一次窓口担当者（営農指導員）13JA：291名

※  事務組合相談社労士１名。

※ その他普及担当県職員多数がＪＡへの情報提供者となっている。
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事務組合 労災保険 加入の推移（累計）

事業場数

加入者数

件・人

鹿児島県農協労働保険事務組合 Ｒ3年度（3月末現在） 累計

一般加入 中小事業主 特定農作業 指定農業機械 合計

事業
主数

従業
員数

事業
主数

人数
事業
主数

人数
事業
主数

人数
事業
主数

加入者
数

ＪＡ計 269 999 85 228 143 338 54 83 387 1651 

在留資格 JA等 人数
技能実習（農作業請負） 4JA 49
特定技能 7JA 69
特定活動 5JA・1社 44

計 8JA1関連会社 162

※JA等は一部重複ありのため、計と合致しない。





農作業死亡事故件数（H23→R2）

366件 270件

19件 10件

全国

本県

△26％

△47％

農作業死亡事故の推移
・鹿児島県と自治体と農業機械取扱い業者と連携した取組みを実施
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【令和３年度事務組合 要因別労災事故割合】

事故の概要

茶の揉捻機にこぼれた茶を入れようとして、指を挟んだ

牛の移動中、急に暴れだした牛が壊した柵が肋骨に当たった

牛の粗飼料をラッピング中に熱中症を発症

ハウスの修繕作業中、足が滑って用水路に転落

野菜の移動中にあやまって転倒し、コンクリートの床に膝を打ち付けた

本事務組合における農作業事故の状況（抜粋）



労災事故未然防止に向けた取り組み
（Ｒ２～Ｒ３）
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①農作業安全月間（春：4～6月、秋：9～10月）の設定
・ポスター、チラシ、ステッカー等の配布（ＪＡ、各連、加入者）
・ＪＡ広報誌への農作業事故防止・労災加入の原稿掲載
・ラジオ「おはようＪＡ」で地元タレントを使用したかごしま弁でのＣＭの放送、
農作業安全の呼びかけ

・ラジオ出演による農作業安全の呼びかけ
・組合員への農作業安全啓発グッズ（R2年度ホイッスル付きミニトーチ、R3年度マスク）配布
・農水省、一般社団法人日本農村医学会作成の１１言語による農作業安全パンフレットを加入者への
配布

・鹿児島県と連携した農作業事故軽減を目的としたテレビＣＭの放映
・農水省（全中、鹿児島県）からの安全施策および研修会の周知（熱中症・シートベルト着用等12回）

②各種会議、研修会等への出席
③研修会の開催（JA担当者会）

・農業者の労災保険・農作業安全研修会
・事務担当者会（Web会議）



みなさん、
農作業の死亡事故
が減らんたっちよ

事故防止のためには点検！
ヘルメットとシートベルト！

安全作業は
家族のためじゃっど！
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農作業事故防止対策で思うこと
(1) 農業現場に農作業に慣れていない人材が増えることが想定される。

例）半農半Ｘ、副業、移住、外国人材 など
(2) 家畜家禽に接する場合は事故だけではなく防疫まで。
(3) 農作業の現場には蜂やハブもいる。ドローンも飛ぶ。人はいない。
(4) 農作業のトリセツがしっかり入手できる仕組みがあるか？
(5) 高所作業が多いが安全対策は？
(6) 農業機械や設備は他業態に比べて安全設計が十分か？
(7) 「ＧＡＰをする」がすすむ気配？



労災補償対策で思うこと
(1)農業労災補償制度と加入手続きについて、全国のＪＡ・農業普及部署

の何割で相談機能を持っているか？
例１）農業者年金は全国のＪＡ・農業委員会で相談可。
例２）収入保険制度・税務申告・インボイス制度については、ほぼ相談機能あり。

(2) 労災加入事業所を増やしても直接的なメリットがない。
(3) 税理士や行政書士と同じように社労士との連携や日頃から人間関係

構築は欠かせない。
(4) 農業労災の仕組みはＪＡ県連職員には難しくてもＪＡ職員にはそれほ

どでもない。
(5) 農業労災関連事務のＤＸ化が必要。


